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伊
奈
高
校
の
公
開
授
業

と
学
校
説
明
会

　

伊
奈
高
校
で
は
公
開
授
業
と
学
校

説
明
会
を
行
い
ま
す
。主
な
対
象
は
、

中
学
生
の
保
護
者
の
方
々
で
す
。

　

お
子
様
の
高
校
選
択
の
参
考
に
、

ぜ
ひ
お
出
で
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
11
月
30
日
㈮　

午
後
１
時

　

～
４
時
30
分

▼
場
所
＝
伊
奈
高
校
の
各
教
室

▼
内
容

・
公
開
授
業
２
時
間

　

午
後
１
時
20
分
～
３
時
10
分

・
学
校
説
明
会

　

午
後
３
時
30
分
～
４
時
30
分

▼
申
込
方
法
＝
11
月
29
日
㈭
ま
で
に

　

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
　
　

県
立
伊
奈
高
等
学
校

☎
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‐
６
１
７
５

申
問

常
総
公
共
職
業
安
定
所

　
　

か
ら
の
お
知
ら
せ

事
業
主
の
皆
様
へ

①
次
代
を
担
う
若
者
に
応
募
の
機
会

　

を
！

　

若
者
の
持
つ
無
限
の
可
能
性
に
目

を
向
け
、
育
て
て
く
だ
さ
い
。
青
少

年
の
応
募
機
会
の
確
保
な
ど
が
事
業

主
の
努
力
義
務
と
な
り
ま
し
た
。

　

雇
用
対
策
法
の
改
正
に
よ
り
、

10
月
１
日
か
ら
、
事
業
主
は
、

▼
若
者
の
有
す
る
能
力
を
正
当
に
評

　

価
す
る
た
め
の
募
集
お
よ
び
採
用

　

方
法
の
改
善

▼
そ
の
他
の
雇
用
管
理
の
改
善

▼
実
践
的
な
職
業
能
力
の
開
発
お
よ

　

び
向
上

を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
雇
用
機
会
の

確
保
な
ど
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
ま

不
正
軽
油
の
取
り
締
ま

り
に
ご
協
力
を

　

不
正
軽
油
は
犯
罪
で
す
。
大
気
汚

染
な
ど
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。

・
灯
油
や
重
油
を
そ
の
ま
ま
車
の
燃

　

料
と
し
て
販
売
、
使
用

・
軽
油
を
灯
油
や
重
油
で
水
増
し

・
灯
油
や
重
油
を
混
和
し
て
製
造
し

　

た
油
を
「
軽
油
」
と
偽
り
販
売
、

　

使
用

　

環
境
破
壊
を
伴
う
こ
れ
ら
の
脱
税

行
為
を
県
は
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
見
聞
き

問

し
た
。

　

こ
の
努
力
義
務
に
つ
い
て
、
事
業

主
の
皆
様
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め

の
指
針
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
て

お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
指
針
に
沿
っ

て
、
若
者
の
応
募
機
会
の
拡
大
な
ど

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

②
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
働 

け
る

　

社
会
の
実
現
に
向
け
て

　

雇
用
対
策
法
が
改
正
さ
れ
、
労
働

者
の
募
集
・
採
用
時
に
原
則
と
し
て

年
齢
制
限
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
職
務
の
内
容
、
職
務

を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る

労
働
者
の
適
性
、
能
力
経
験
、
技
能

の
程
度
な
ど
労
働
者
が
応
募
す
る
に

当
た
り
求
め
ら
れ
る
事
項
を
で
き
る

だ
け
明
示
し
て
、
事
業
主
が
職
務
に

適
合
す
る
労
働
者
で
あ
る
か
否
か
を

個
々
人
の
職
務
遂
行
能
力
な
ど
に

よ
っ
て
判
断
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

  

常
総
公
共
職
業
安
定
所（
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
常
総
）
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問中
退
共
制
度
お
知
ら
せ

　

中
退
共
制
度
は
中
小
企
業
で
働
く

従
業
員
の
た
め
の
外
部
積
立
型
の
国

の
退
職
金
制
度
で
す
。

▼
適
格
退
職
年
金
制
度
か
ら
の
移
行

　

先
で
、
適
年
解
約
事
業
所
の
約
半

問
　

数
が
中
退
共
に
移
行
し
て
い
ま
す
。

▼
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。 

　

中
退
共
制
度
に
新
し
く
加
入
す
る

　

事
業
主
に
掛
金
月
額
の
半
分
（
従

　

業
員
ご
と
に
上
限
五
千
円
）
を
加

　

入
後
四
か
月
目
か
ら
一
年
間
助
成

　

し
ま
す
。

▼
掛
金
は
全
額
非
課
税
で
、掛
金
は
、

　

法
人
事
業
主
の
場
合
は
損
金
、
個

　

人
事
業
主
の
場
合
は
必
要
経
費
と

　

な
り
ま
す
。

▼
管
理
が
簡
単
で
す
。
従
業
員
ご
と

　

の
納
付
状
況
、
退
職
金
試
算
額
な

　

ど
を
事
業
主
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

の
で
退
職
金
の
管
理
が
簡
単
で
す
。

▼
掛
金
以
外
の
経
費
が
か
か
り
ま
せ

　

ん
。
事
務
手
数
料
・
管
理
費
な
ど

　

は
一
切
不
要
で
す
。

▼
加
入
申
し
込
み
は
、
中
退
共
が
業

　

務
の
一
部
を
委
託
し
て
い
る
商
工

　

会
議
所
、
商
工
会
、
中
小
企
業
団

　

体
中
央
会
、
青
色
申
告
会
、
労
働

　

保
険
事
務
組
合
、労
働
基
準
協
会
、

　

社
会
保
険
労
務
士
会
、
中　

小
企

　

業
な
ど
の
団
体
で
取
り
扱
い
し
て

　

い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

　

く
だ
さ
い
。

　

  

独
立
行
政
法
人 

勤
労
者
退
職
金

共
済
機
構 

中
小
企
業
退
職
金
共
済

事
業
本
部
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http://chutaikyo.taisyokukin.
go.jp

し
ま
し
た
ら
、
情
報
を
お
寄
せ
く
だ

さ
い
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、廃
食
油
な
ど
か
ら
作
る「
Ｂ

Ｄ
Ｆ
（
バ
イ
オ
・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
・
フ
ュ

エ
ル
）」
も
課
税
の
対
象
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
製
造
・
使
用

前
に
必
ず
県
税
事
務
所
に
ご
連
絡
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

  

不
正
軽
油
１
１
０
番

☎
０
１
２
０
‐
２ふ

４せ

１い

‐
７な

４し

４！　

土
浦
県
税
事
務
所
課
税
第
一
課

☎
０
２
９
‐
８
２
２
‐
７
２
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